
 聖 籠 町 職 員 の 扶 養 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

  平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ３ 日  

            聖 籠 町 長   渡 邊  廣 吉  

聖 籠 町 規 則 第 ２ 号  

   聖 籠 町 職 員 の 扶 養 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 規 則  

聖 籠 町 職 員 の 扶 養 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 ５ ０ 年

聖 籠 町 規 則 第 ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ４ 条 を 第 ６ 条 と す る 。  

第 ３ 条 中 「 前 条 第 ６ 項 」 を 「 前 条 第 ４ 項 」 に 改 め 、 同 条

を 第 ５ 条 と し 、 同 条 の 前 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

（ 認 定 ）  

第 ４ 条  任 命 権 者 は 、前 条 に 規 定 す る 届 出 が あ っ た と き は 、

そ の 届 出 に 係 る 事 実 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 を 認 定 し な け れ

ば な ら な い 。  

２  任 命 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 認 定 し た 職 員 の 扶 養 親

族 に 係 る 事 項 そ の 他 の 扶 養 手 当 の 支 給 に 関 す る 事 項 を 別

紙 第 ２ の 様 式 の 扶 養 手 当 認 定 簿 に 記 載 す る も の と す る 。  

３  任 命 権 者 は 、 職 員 が 他 の 者 と 共 同 し て 同 一 人 を 扶 養 す

る 場 合 に は 、そ の 職 員 が 主 た る 扶 養 者 で あ る 場 合 に 限 り 、

そ の 者 の 扶 養 親 族 と し て 認 定 す る こ と が で き る 。  

４  任 命 権 者 は 、 第 １ 項 の 認 定 を 行 う 場 合 に お い て 必 要 と

認 め る と き は 、 職 員 に 対 し 扶 養 の 事 実 等 を 証 明 す る に 足

る 書 類 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

第 ２ 条 の 見 出 し を 「（ 届 出 ）」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 か ら 第

６ 項 ま で を 削 り 、 同 条 を 第 ３ 条 と す る 。  

第 １ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

（ 扶 養 親 族 の 範 囲 ）  



第 ２ 条  条 例 第 ８ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 他 に 生 計 の 途 が な く

主 と し て そ の 職 員 の 扶 養 を 受 け て い る 者 に は 、 次 に 掲 げ

る 者 は 含 ま れ な い も の と す る 。  

（ １ ）  職 員 の 配 偶 者 、 兄 弟 姉 妹 等 が 受 け る 扶 養 手 当 又

は 民 間 事 業 所 そ の 他 の こ れ に 相 当 す る 手 当 の 支 給

の 基 礎 と な っ て い る 者  

（ ２ ）  年 額 １ ３ ０ 万 円 以 上 の 恒 常 的 な 所 得 が あ る と 見

込 ま れ る 者  

（ ３ ）  重 度 心 身 障 害 者 の 場 合 は 前 ２ 号 に よ る ほ か 、 心

身 の 障 害 の 程 度 が 終 身 労 務 に 服 す る こ と が で き な

い 程 度 で な い 者  

本 則 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

（ 雑 則 ）  

第 ７ 条  こ の 規 則 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 町 長 が 定 め

る 。  

附 則 を 附 則 第 １ 項 と し 、 同 項 に 見 出 し と し て 「（ 施 行 期

日 ）」 を 付 し 、 附 則 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

（ 平 成 ２ ８ 年 改 正 条 例 附 則 第 ４ 項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 間

の 読 替 え ）  

２  平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の

間 は 、第 ３ 条 中「 条 例 第 ９ 条 第 １ 項 」と あ る の は 、「 聖 籠

町 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成

２ ８ 年 聖 籠 町 条 例 第 １ ９ 号 ） 附 則 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 読

み 替 え ら れ た 条 例 第 ９ 条 第 １ 項 」 と す る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


